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◆開会 

 

【髙橋河川調査官】 皆様、本日は、大変お忙しい中ご出席を賜りまして、ありがとうご

ざいます。定刻となりましたので、ただいまより第５回荒川河川整備計画有識者会議を開

催させていただきます。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます関東地方整備局河川調査官の髙橋でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 記者発表の際に、会議の公開をお知らせしましたが、カメラ撮りは冒頭の挨拶までとさ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

 議事に入る前に、本日は別室に傍聴希望の方がいらっしゃいますので、別室の傍聴室へ

の会議の模様を配信することといたしますが、山田座長、よろしいでしょうか。 

 

【山田座長】 どうぞ。 

 

【髙橋河川調査官】 では、お願いします。 

 それでは、委員の皆様にはお願いがございます。ご発言に当たりましては、お手元のマ

イクを使用していただき、お名前の後にご発言をいただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、お手元に資料目録、めくっていただきまして、議事次第、名簿、座席表、荒川河

川整備計画有識者会議の規則、それから、荒川河川整備計画有識者会議運営要領、右肩に

資料１としまして、荒川水系河川整備計画（原案）、参考資料１として、荒川水系河川整

備計画原案の概要、参考資料２として、原案の概要説明資料になっております。 

 それから、Ａ３になりますが、荒川調節池群改修事業を含む荒川における治水対策の計

画段階評価という資料、参考資料４ということで、荒川の流出計算モデルについてでござ

います。 

 資料の過不足等がございましたら、ご連絡いただければと思います。 

 

◆挨拶 

 

【髙橋河川調査官】 それでは、開会にあたりまして、関東地方整備局河川部長の光成よ

り挨拶を申し上げます。 

 

【光成河川部長】 おはようございます。関東地方整備局河川部長の光成でございます。

よろしくお願いいたします。 

 本日は、ご多忙の中「第５回荒川河川整備計画有識者会議」にご出席いただきありがと

うございます。 去る１１月２０日に荒川水系河川整備計画（原案）を公表し、関係都県

との会議を開催するとともに、１１月２５日には第４回の有識者会議を開催し、意見を頂

いたところです。 
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 この原案に対して、メールやＦＡＸによる意見募集を行うとともに、先日２０日、２１

日には、東京都、埼玉県にお住まいの方を対象とした公聴会を開催したところです。本日

は、これまで委員のみなさまより頂いたご意見を踏まえ、原案に盛り込んでいる事項や取

り組み状況、根拠となるデータ等を概要説明資料としてとりまとめました。また、原案の

治水対策の骨格となる調節池事業について、複数の対策案の中から調節池を評価した結果

を「計画段階評価資料」としてお示しさせて頂きます。皆様には、貴重なお時間を頂戴致

しますが、本日は、どうぞよろしくお願い致します。 

 

【髙橋河川調査官】 まことに申しわけございませんが、カメラ撮影はここまでとさせて

いただきますので、ご協力をお願いします。 

 それでは、これからの議事の進行につきましては、座長の山田委員にお願いしたいと思

います。山田座長、よろしくお願いいたします。 

 

【山田座長】 おはようございます。年末の忙しいときにお集まりくださいまして、あり

がとうございます。 

 それでは、これから荒川の整備計画について進めていきますけれども、特に今日は、か

なり資料も多いので、それからあとも詰まっていると聞いております。よろしくご協力を

お願いいたします。 

 

◆荒川水系河川整備計画（原案） 

 

【山田座長】 それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【出口河川計画課長】 河川計画課長の出口でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。座って説明をさせていただきます。 

 本日は、大きく分けて、３つの説明をさせて頂きます。一つ目は「荒川調節池群改修事

業を含む荒川における治水対策の計画段階評価」、二つ目は「荒川の流出計算モデルにつ

いて」、三つ目は「荒川水系河川整備計画（原案）の概要説明」でございます。 

 委員の皆様から頂戴した意見を踏まえ、出来るだけ分かりやすいように資料の構成等を

工夫して参りましたので、よろしくお願い致します。 

 まず一つ目の、「荒川調節池群改修事業を含む荒川における治水対策の計画段階評価」

について説明をさせて頂きます。参考資料３をお手元にご用意下さい。 

 前回、河川整備計画の原案に、洪水調節容量の確保として、３つの調節池を整備するこ

とを記載しておりました。洪水を安全に流下させるための対策としては、調節池以外にも

例えば、新規ダムの建設や既設のダムの有効活用、放水路の新設等の様々な治水対策がご

ざいます。 

今回、計画段階評価として、調節池整備とした検討内容について、説明させて頂きたいと

思います。 

 はじめに計画段階評価とはどういったものかということを説明させて頂きます。資料の
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１１ページをご覧ください。事業進捗と事業評価の流れをまとめたものでございます。一

番上でございますが、事業はそれぞれ、「計画段階」、「事業実施段階」、「供用段階」

に大別され、それぞれ段階に応じた事業評価として、計画段階評価、新規事業採択時評価、

再評価、事後評価を行うこととされております。 

 １２ページをご覧ください。計画段階評価の流れをまとめたものでございます。計画段

階評価は、費用対効果分析を行う新規事業採択時評価の前段階において、地域の課題や達

成すべき目標、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較・評価を実施するとともに、事業の

必要性および事業内容の妥当性を検証する国土交通省独自の取り組みでございます。 

 記載の流れに沿って、解決すべき課題の把握・原因分析、政策目標の明確化、複数案の

比較評価、対応方針の順に、調節池整備を選択した検討内容をお示しします。 

 １３ページをご覧ください。本省の方で定めている計画段階評価の実施要領をまとめた

ものでございます。実施手続きとしては、地方整備局が資料を作成し、関係する都道府県、

学識経験者等の第三者から構成される委員会等の意見を聴き、本省で対応方針が決定され

ることとなります。 

 中程の下線を引いたところでございますが「学識経験者等から構成される委員会等の意

見聴取を経て河川整備計画の策定等を行う場合には、評価の手続きが行われたものとする

ことが出来る」とされております。 

実施要領に定められた流れに沿った形で、調節池整備を選定した考え方を説明させて頂き、

委員の皆様に意見を伺うことで計画段階評価手続きとさせていて頂きたいと考えておりま

す。 

 なお、最後の四角にありますとおり、「評価の視点」としては、「解決すべき課題・背

景を把握し、原因を分析する」、「政策目標を明確化する」、「評価項目を設定し、複数

案にて比較・評価を実施する」こととされております。 

 では、戻りまして、１ページをご覧ください。荒川の流域及び河川の概要でございます。

こちらの資料は第1回の会議で示した「荒川の現状と課題」から編集をしています。 

 ２ページをご覧ください。同じく荒川の概要です。著しい市街化の進展、ゼロメートル

地帯や地下空間が広がっており、氾濫した場合には被害が甚大となること等をまとめてお

ります。 

 続いて、３ページ。 

 

【山田座長】 軽微な質問は、説明の間でもどんどんやってください。 

 これは私の質問は、２ページの一番右下に、荒川がどこかで氾濫した場合の図が書いて

ありますが、隅田川を越えて中央区まで来ていますよね。これは確認したいのだけど、こ

れはどこかの地下鉄に入ってしまって、隅田川を越えて来るということになっているので

すね。その解釈でいいですか。これは非常に重要なことで、本来の荒川の流域界を越えて

しまって、来てしまうわけでしょう。 

 

【出口河川計画課長】 地下鉄を伝って広がっているということではなくて、氾濫水が隅

田川を越えて広がっている。 
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【山田座長】 隅田川も越えてしまっている、その結果ですか。 

 

【出口河川計画課長】 はい。そうですし、地下鉄のほうにも水が入ることによって、赤

で色がついているところは、水が地下鉄の。 

 

【山田座長】 地下鉄も、線路のところは、プラットホームぐらいは浸かってしまい、そ

れから、地下鉄からあふれて中央区まで来ているわけではなくて、隅田川を越えてきてい

るということですね。 

 

【出口河川計画課長】 はい。 

 

【山田座長】 わかりました。 

 

【出口河川計画課長】 それでは、３ページをご覧ください。ここでは、過去の主な災害

実績、河川整備の経緯を示しております。 

 ４ページをご覧ください。「課題の把握、原因の分析」となります。荒川の安全度、年

超過確率が概ね１／３０～１／４０にとどまっていることなどを示しています。戦後最大

の洪水であるカスリーン台風規模の洪水が発生した場合、人口や資産が集積した下流部に

おいて、計画高水位を超過することが課題となっています。 

 ５ページをご覧ください。原因の分析として、左には下流部の流下能力が不足している

こと、右には洪水調節容量が不足していることを示しています。 

 ６ページをご覧ください。「達成すべき政策目標の明確化、具体的な達成目標の設定」

です。 

「① 政策目標」については、「荒川の治水安全度の向上」を掲げています。「②具体

的な達成目標」については、「荒川水系河川整備計画（原案）の目標である、戦後最大洪

水である昭和２２年９月洪水と同規模の洪水が発生しても災害の発生の防止を図る」こと

を示しています。 

 ７ページをご覧ください。「複数案の提示、比較、評価」です。対策案として、２６種

類を示しております。これらの対策案について、荒川での「具体的な達成目標」に対して、

目的、効果が適応するメニューを一次選定により選定しています。 

 具体的には洪水を計画高水位以下で安全に流すことに合致した対策案を選定しており、

２６ある対策の中から、１３の対策を一次選定し、下段には一次選定案の組み合わせによ

る１１種類の治水対策案を整理しております。 

 ８ページをご覧ください。先ほどの１１種類の治水対策案のうち、具体的な達成目標を

達成可能で、荒川で現状において実現可能な案か否かの観点で二次選定し、黄色のハッチ

をかけている「③調節池を中心とする案」、「④－１地下放水路案」、「⑤河道掘削案」、

「⑥引き堤案」の４つの対策案に絞り込んでいます。 

 なお、選定しなかった対策案については、資料の右から二つ目の列の荒川における実現
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可能性の欄に、理由を記載しております。 

 ９ページをご覧ください。「複数案の提示、比較、評価」となります。二次選定により

絞り込んだ４つの対策案について、それぞれの具体的な達成目標を達成するために必要な

事業メニューと流量配分図をお示ししています。 

 一番左の「③調節池を中心とする案」は、洪水の一部を中流部の調節池でカットし、下

流への流量を低減させる案でございます。事業メニューとしては、新規調節池が３箇所、

河道掘削が６１４万ｍ３、鉄道橋架替が２橋などです。 

 左から２番目の「④－１地下放水路案」は、洪水の一部を放水路により利根川に分派し、

下流への流量を低減させる案でございます。事業メニューとしては、新規放水路１箇所、

鉄道橋架替が２橋などです。 

 右から２番目の「⑤河道掘削案」は、河道掘削により、河積を確保する案でございます。

事業メニューとしては、河道掘削が約２，９００万ｍ３、鉄道橋架替が６橋、道路橋架替

が５橋などです。 

 一番右の「引き堤案」は、引き堤により、河積を確保する案でございます。事業メニュ

ーとしては、引き堤約２６ｋｍ、鉄道橋架替が９橋、道路橋架替が１４橋などです。 

 １０ページをご覧ください。４つの対策案について、表の縦軸でございますが、治水安

全度、コスト、実現性といった評価軸を設定し、総合的な評価を行っています。赤字は、

事業実施にあたって課題となる点を記載しております 

 コストの欄をご覧頂きますと、概算額ではございますが、完成までに要する費用として、

最も安いのが調節池を中心とする案で約３，５００億円、次は河道掘削を中心とする案で

７，１００億円、地下放水路案だと２兆円弱、引き堤案だと２兆６千億円程度となってお

ります。なお、維持管理に要する費用については、５０年間分としており、括弧書きは調

節池案の調節池相当分のコストを併記しているものです。 

 実現性の欄をご覧頂きますと、③調節池を中心とする案では用地取得に土地所有者との

調整が必要、④－１地下放水路案では分派先の利根川において流下能力を向上させる方策

が別途必要、⑤河道掘削では橋梁管理者等との調整が必要、⑥引き堤案では用地取得や家

屋補償に所有者との調整が必要といった課題について記載しております。 

同じように地域社会への影響ですとか、環境への影響などについても評価を行ってござい

ます。同様に、地域社会への影響や、環境への影響などについて評価を行っております。 

 総合評価の結果、５の対応方針（原案）でございますが、４案のうち、「コスト」につ

いて最も有利な案は、調節池を中心とする案であり、他の評価項目でも当該評価を覆すほ

どの要素がないと考えられるため、調節池を中心とする暗による対策が妥当と考えており、

河川整備計画（原案）において、３つの調節池を位置づけているものです。 

 以上が、説明の一つ目の、「荒川調節池群改修事業を含む荒川における治水対策の計画

段階評価」でございます。 

 続いて、説明の二つ目の「荒川の流出計算モデルについて」説明させて頂きます。参考

資料４をご用意ください。 

 前回のこの会議で「荒川の流出計算モデル」について説明させて頂き、今回の流出計算

モデルの河川整備計画との関係や、算出した流量と年超過確率や基本高水のピーク流量と
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の関係などについて、ご意見・ご質問をいただきました。 

委員の皆様からのご意見等を踏まえ、前回の資料に補足説明を加えるとともに、単位等が

不明瞭だった点などをわかりやすくなるよう修正を加えております。１ページをご覧下さ

い。今回の流出計算モデルについて、検討の流れを改めて記載しております。検討に用い

た流出解析法は、我が国における洪水流出に対し高い再現性を有し、広く利用されている

貯留関数法を用いており、日本学術会議で審議された「利根川の基本高水の検証」と同様

の考え方のものでございます。なお、検討にあたっては、過去のデータを点検した上で、

近年の主要な洪水による新たなダム地点での観測データ等を解析対象に加えて流域定数の

設定を行うとともに、実測の横断測量データを用いて河道定数の設定を行うなどし、より

流域からの流出特性を考慮できるモデルとしています。このモデルを用いて、今回、河川

整備計画の目標とする流量の検討を行いました。 

２ページをご覧下さい。前回の会議でご意見を頂いた、流出計算モデルを用いて算出

した流量と年超過確率との関係をまとめたものでございます。はじめに図－１をご覧下さ

い。図－１は、荒川で時間雨量が存在する９０洪水について、実績の時間分布を使って流

域平均３日雨量が130mm～1,000mmまでの１１段階に設定した雨量規模になるよう引き伸ば

し・引き縮めをした雨を与えて流出計算を行い、任意の流域平均３日雨量に対するピーク

流量の関係を求め、図化したものです。横軸が流域平均３日雨量、縦軸がピーク流量でご

ざいます。次に、例えば、ピーク流量が5,000m3/sの年超過確率を算定する場合、オレン

ジ色の線で示しおりますが、図－１でピーク流量が5,000m3/sとなる雨量は９０個（図－

１のオレンジの線とグレーの線の交点）ありますので、図－２の流域平均３日雨量と雨量

年超過確率の関係を使って、その９０個分の雨量の年超過確率を読み取り（図－２のオレ

ンジの線と青の破線の交点から緑の年超過確率を読み取る）、９０個の雨量年超過確率の

平均値を流量年超過確率とするというものです。ピーク流量5,000m3/sの場合は、図－３

の赤の破線でございますが、年超過確率がおよそ１／１０となります。図－３は、同様に

して、任意のピーク流量と流量年超過確率の関係を整理したもので、横軸がピーク流量、

縦軸が流量年超過確率です。この図－３のピーク流量と年超過確率の関係を使うと、河川

整備基本方針規模の年超過確率1/200のピーク流量は約13,900m3/sとなること、今回の河

川整備計画の目標とした戦後最大洪水である昭和22年9月洪水と同規模の洪水のピーク流

量11,500m3/sの年超過確率は概ね1/100程度となります。前回会議でのご質問のなかで、

同じ雨量でもピーク流量が変わるというご意見をいただきました。例えば、図－１の真ん

中の縦の赤線をご覧頂きますと、年超過確率1/200雨量である流域平均３日雨量516mmで見

た場合、同じ流域平均３日雨量516mmでも、雨の降り方によって、赤い点でプロットして

いるようにピーク流量は5,000m3/s～22,000m3/s程度まで幅があることになります。前回

の会議でご質問を受け、年超過確率1/200の流量で、およそ約７割をカバーする程度とご

説明しましたが、細かく計算しますと約６３％となります。 

３ページ以降は、前回お示しして説明をさせて頂いた資料を添付しておりますが、前

回の委員の皆様からのご意見を踏まえて、図表の文字や単位等が不明瞭だった点など分か

りづらいところの修正を加えております。二つ目の「荒川の流出計算モデルについて」は

以上でございます。 
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最後に、「荒川水系河川整備計画（原案）」について、説明させて頂きます。参考資

料２「荒川水系河川整備計画（原案）概要説明資料」をご用意ください。この資料は、座

長や委員の皆様方より、「現状と課題の説明資料を別冊で作成するなど、分かり易く工夫

すべき」といったご意見がありましたので、原案の文章に写真や図を加え、新たに河川整

備計画原案の概要説明資料として準備したものでございます。この中には、これまでに頂

いた意見の原案への反映状況や反映方針も盛り込んでいます。 

表紙をめくって頂いて、右下にページがあります。２ページをご覧ください。左側、

河川整備計画の構成は１～６章立てとなっており、１．荒川の概要、２．河川整備の現状

と課題、３．対象区間と期間，４．目標，５．河川整備の実施に関する事項、６は、その

他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項という構成でございます。これを「堤防

の整備・管理」という切り口で見ていきますと、第２章の現状と課題の治水のところで対

策の必要性を、維持管理のところで点検等の必要性を記載しています。そして、４章で掲

げた目標を達成するために、５章の河川の整備の実施に関する事項の中で、河川工事のと

ころで整備が必要な箇所を施行の場所として明示しています。また、同じ５章でも維持管

理のところでは、堤防の維持管理、点検など記載をしています。「堤防の整備・管理」を

例にご説明させて頂きましたが、目次構成の都合で、結果として、いろいろなところに書

かれているということとなっておりますが、こうした構成をご理解頂き、河川整備計画の

原案を読んで頂ければと考えております。 

３ページをご覧下さい。３ページは、原案の概要説明資料の構成でございます。全部

で約１００ページの資料となっており、時間の関係もございますので、この資料の見方と

主立ったところに絞って説明させて頂きます。 

１０ページ、１１ページをご覧下さい。荒川の概要として、著しい市街化の進展やゼ

ロメートル地帯を記載しております。図や写真等を用いて、原案に記載している内容が分

かり易くするとともに、右上に河川整備計画原案の該当ページを記載し参照しやすいよう

にしております。 

また、１１ページの下には、これまでに頂いた意見を記載し、意見に対する反映方針

をまとめております。ゼロメートル地帯については、リスクに関しても実態が分かる資料

にすべきとのご意見を頂きました。ゼロメートル地帯では、被害の規模はもちろんのこと、

自然排水が困難であることから浸水の長期化が懸念され、被災した場合には復旧・復興に

多大な費用と時間を要することが想定される旨を原案に記載しております。 

１５ページをご覧下さい。「主な洪水とこれまでの治水対策」をまとめております。

ここでは改修事業の経緯に加え、荒川水系河川整備基本方針の計画規模、流量配分図を示

しています。 

１７ページをご覧下さい。計画対象期間について原案の内容を引用しています。計画

の見直しを随時図っていくべきとのご意見を踏まえ、適宜見直すことを原案に盛り込んで

いるものです。赤文字は頂いたご意見を踏まえて、骨子の段階から修正や加筆をした箇所

を示しています。 

１８ページをご覧下さい。河川整備計画全体にかかる目標についてです。骨子の段階

では少々大げさな表現が見られ、委員からの意見も踏まえ、記述を見直しています。 
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１９ページの箱書きの下側には気候変動を考慮した計画とすべきとの意見を踏まえ、

本文に反映をしています。 

２０ページをご覧下さい。調節池などご意見を頂いた、いわゆる「横串」についてで

す。原案の本文中には「横串」という表現は用いておりませんが、治水・利水・環境・防

災といった多面的な機能を横断的に連携して発揮させるような施策を検討する旨を原案に

盛り込んでいます。 

２３ページをご覧下さい。治水の目標のうち高潮に対する目標について、設定理由を

記述すべきとのご意見を頂きましたので、伊勢湾台風を契機に東京湾の高潮対策計画がた

てられ、荒川でもこの計画と整合を図っているなどの経過を反映したいと考えております。 

２４ページをご覧下さい。流量配分図でございますが、原案では完成済みの第１調節

池が図示されており、今回盛り込んだ第２第３第４についても図示すべきというご意見を

踏まえて、赤書きのように記載したいと考えております。 

２７ページからは、治水対策の必要性をグラフ等で示しています。２７ページは、現

況河道・施設に整備計画目標流量（案）が流下した際の水縦断図を示しています。 

２８ページをご覧下さい。流下能力図を示しています。この際には、先ほど説明しま

した計画段階評価の際の他の対策案の流量配分なども図示しています。 

２９ページをご覧下さい。整備計画の事業メニューが完成した場合の流下能力図を示

しています。 

３０ページをご覧頂きますと、今説明をしました２７ページ～２９ページに関しての

頂いたご意見を整理しております。 

３１ページをご覧下さい。堤防の整備状況を図と表でまとめたものでございます。 

３３ページをご覧下さい。治水対策としての河道掘削ですが、掘削をする際に河川環

境への配慮を行う旨を記載しており、そのイメージを図示しています。 

３４ページは同じく河道掘削の配慮方針に関する意見と反映方針を示しています。 

３６ページをご覧下さい。洪水調節容量について、現状として洪水調節要領が不足し

ていること、今後、詳細な調査及び検討を行いつつ調節池の整備を行うこと、整備に当た

っての配慮事項についても記載しております。 

３７ページをご覧下さい。調節池に関する意見と反映方針を記載しております。 

３８ページは、横堤の効果と調節池の効果を示すべきとの意見を踏まえ、原案にも記

載しております効果の考え方をお示しています。 

４１ページは、下流部で進めている高規格堤防整備について、意見と反映方針を示し

ています。 

４８ページは、河道の維持管理についてです。委員の皆様の意見を踏まえ、加筆・修

正が多くなっています。 

４９ページは、河道の維持管理、樹林化に関してのご意見を紹介しています。 

５４ページは、委員の意見を踏まえ、川の博物館などとの連携を記載しています。 

５９ページは、荒川下流における取り組みとしてタイムラインの運用について記載を

しています。 

６１ページは、委員の方から意見を頂いた防災教育、環境教育に関する記載について、
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説明をしています。 

６４ページは、委員の方からの意見を多く頂いた総合的な土砂管理について、意見と

原案への反映状況を示しています。引き続き土砂の還元を行うとともに、関係機関と連携

して調査・研究やモニタリング等を行っていくこととしています。 

６９ページは二瀬ダムで整備が進められている選択取水設備の運用のイメージを図示

しています。 

７０ページは、委員の方から多くの意見を頂いた、流域全体の動植物の生息・生育・

繁殖環境の保全について、頂いたご意見と反映方針をまとめております。７２ページには、

エコロジカルネットワークの形成のための整備を推進し、また、地域の活性化を推進する

ことを記載しています。 

７８ページ、７９ページは、下流部の動植物の生息・生育・繁殖環境の保全について、

ヨシ原がヒヌマイトトンボやオオヨシキリ等の生息場となっていること、引き続き、ヨシ

原等の湿地の保全・再生を行っていくことなど、頂いた意見を反映しています。 

８１ページは、委員の意見を踏まえ、閉鎖性水域での水質指標を見直しています。 

８３ページは、河川空間の適正な利用について、意見を踏まえ記述を追加しています。 

９３ページは地域との連携について、委員の意見も踏まえ、記述を追加しています。 

以上が、「荒川水系河川整備計画（原案）」の説明についてでございます。 

長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  

【山田座長】 本当に膨大ですね。それだけ荒川と利根川という、もし洪水災害が起きた

場合、30兆円以上を超す被害になると想定されていますよね、内閣府の利根川の部会でね。

それだけに、今、調節池を含む計画段階評価に関する説明があって、調節池が一番コスト

的にあらゆるところから見ていいのだと。あの評価の仕方は、できるだけダムによらない

治水対策を考える有識者会議でやっている、あの評価の手順をほぼ踏襲しているわけです

よね。いろいろな実現性を見て、最終的にコストの一番低いものを選ぶということですね。 

 そういうことで説明がありましたけれども、これに関して事業評価の委員をやっておら

れる清水委員と大野委員、お二人からまずご意見を聞かせていただければと思います。 

 

【清水委員】 計画段階評価のことで確認しておきたいのは、河川整備計画がまだない段

階で、計画段階評価というのは、どんな位置づけでやったらいいのかということ。河川整

備計画で政策目標がきちんと議論された上で、それに基づいて計画段階評価するという流

れではなくて、今、同時進行でやっているわけですね。その辺のところでは、特に問題な

いのかということです。 

 それからもう一つは、新規採択事業評価、近々であれば、例えば、大河津分水の改築と

か、関東で言えば、水郡線の橋梁架けかえとか、比較的額の大きい事業に対して、個別事

業として新規採択事業、あるいはその前の計画段階評価というのが行われたと思うのです

が、今回の荒川については、一緒に計画段階評価をしていると見えるのだけれども、今ま

でこういうやり方があるのかどうか。新規採択事業評価では個別の事業として、B/Cとか、

そういった評価を個別の事業としてやっていくのか。その辺を教えていただきたい。 
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【出口河川計画課長】 参考資料３の11ページをごらんいただきますと、冒頭、少し説明

をさせていただきましたけれども、今回は計画段階評価ということで、新規事業採択時評

価とは別で前段階のものでございます。新規事業採択時評価は、まさに先生ご指摘いただ

いたように、B/Cをやったりですとか、まさに事業化する、予算化することの是非を評価

していただくというもので、今回の計画段階評価をもって、この池の事業を直ちに始める

ということではなくて、計画として位置づけることについて評価をいただくというような

位置づけになってございます。ですので、この計画段階評価を持って、すぐに事業が始ま

るという性格のものではないということをご理解いただければと思います。 

 また、最初に説明いただきました、計画がない段階で、こういったことをやっていいの

かという観点につきましては、大河津のほうも、河川整備計画と同じタイミングで大河津

分水路を位置づけるかどうかという評価を計画段階でしまして、その翌年、次の段階で、

大河津分水路を事業化することについて新規事業採択時評価を行って、今年度から予算化

されて事業が始まっているといった流れになっております。段階を踏んでおりまして、今

回の荒川につきましては、計画段階評価で計画に位置づけられれば、しかるべきタイミン

グのときに、また予算化に向けた評価を今度は別途本省で行っていただくという流れにな

ってございます。そういった内容でございます。 

 

【清水委員】今までと同じような仕方でやっているということですね。 

 

【出口河川計画課長】 はい。 

 

【清水委員】 わかりました。 

 

【大野委員】 名城大学の大野でございます。事業評価のときには、先ほど清水委員もお

っしゃったように、目標として設定されたことが、ちゃんとこの事業の中で達成できるか

どうかというのが、一つの評価の指標になるわけです。 

 ここに用意された参考資料１の７ページ、８ページあたりに書かれている目標を達成す

べく、今回の事業をご提案されたという理解でよろしいでしょうか。それぞれの目標がち

ゃんと達成できるであろうという見込みということでよろしいですか。 

 

【出口河川計画課長】 ４案ともそうです。 

 

【大野委員】 では、それで結構です。 

 

【山田座長】 ありがとうございました。もし、今のような趣旨の質問なり、コメントが

ありましたらお願いします。 

 それでは、現在提出されている計画において、調節池を主とした整備が一番妥当だと提

案されているのですね。 
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 もう一回復習しますと、参考資料３の７ページ目あたりですよね。メニューが、河川整

備メニューと流域対策メニューがあって、治水対策がずっと挙げておられて、それから８

ページ目に一次選定から二次選定、それから９ページあたりに複数案が一目でわかるよう

に図で書いていると。特に大事なのが10ページですよね。一次選定、二次選定で抽出され

た対策案の評価をここに書いている。これで見ると、調節池を中心とする案が、コスト的

に最も合理的だろうということが出ました。これがわかりましたので、このあたりの質問、

コメント、サジェスチョンがありましたら、ご意見をお願いしたいのですけれど、アトラ

ンダムにやっていると質問の連結性がなくなってしまうので、前回、欠席された委員にま

ず当ててみたいと思っております。 

 では沖委員から。 

 

【沖委員】 ありがとうございます。まず、前段となる流出計算ですが、昔の手法との一

貫性を保つために、３日雨量でというのは非常によくわかるのですけれども、荒川の流域

面積が3,000km３を満たないことを考えると、あるいは流出計算の細かい図を見ても、大

体１日ぐらいで雨は終わっていて、雨のピークから流量ピークまでも２日かかっていない

ので、本来は２日雨量でやるのがいいのかな。あるいは昔は日界があって、日雨量しかな

かった時代には、日界の問題があるので、３日雨量ということもあったかもしれませんが、

時間雨量もそろっているので、今回は３日雨量でやられていいと思いますが、10年後、20

年後を考えると、２日雨量、あるいはもう少し細かく１日半とか、適正な時間単位での検

討を準備されるといいのではないかと思いました。 

 それから、肝心の参考資料３なのですが、調節池、まだやっていなかったのかというの

が私の印象です。ただ、本日お配りいただいた参考資料２の38ページを拝見させていただ

きますと、第二、第三、第四調節池でどのくらいの効果があるのかというのが、原案のｐ

43ということですけれども、ピークカットが500m3/sから1,300m3/sと出ている。これをど

う考えるのかというのは非常に計画上難しくて、そういう目で10ページを拝見させていた

だきますと、必要に応じて河道掘削もやるということになっているのですね。 

 さらに、同じ参考資料３の５ページを拝見しますと、7,700m3/sを想定した場合に、

6,500m3/sぐらいしか流せないところが負担が長く続くということは、ここは何とか、掘

削しなくてはいけないということだと思うのですね、最低。あるいは９ページの案を拝見

しましても、河道掘削が含まれていて、調節池があっても、恐らく河道掘削は、目標に達

成させるためには、不可欠なのだろうと理解いたします。 

 ただ、そういう面で、10ページの案を拝見しますと、③の調節池を中心とする案と⑤の

河道掘削案とで、費用が違い過ぎる。つまり、河道掘削を前提とした場合に、⑤と③は、

９ページを見ますと、下流のところが３ｋから10ｋと想定するのと、マイナス３ｋから

15.5ｋと想定するのと倍ぐらい違いますけれども、上のほうは一緒なので、ここまで費用

が違うのか。調節池をつくって河道掘削をしてというこの③の案のときに、というのが何

となく腑に落ちないので、今でなくても結構ですので、内訳を教えていただきまして、ま

た、③と⑤の比較というのをはっきりさせていただければと思います。 

 以上です。 
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【山田座長】 お一人一人のご質問に答えるという形にしましょうか。それとも、どちら

がいいかな。関連する質問に一緒に答えてもらったらいいと思うので、では、前回欠席の

先生方のご意見をまず聞いて、共通する部分をお答えしていくと、そういう形にしましょ

う。 

 それでは久保先生、前回ご欠席だったので、お願いします。 

 

【久保委員】 久保でございます。前回、欠席で失礼いたしました。今日伺ったところで、

理解が追いつかない点だけ伺いたいと思います。 

 資料３の７ページでメニューをお示しになり、選定するものと採用しないものがござい

ますが、例えば、９．とか１１．とか１８．は氾濫許容が前提であり、採用しないと書か

れているので、今回の計画は絶対に氾濫を許容しないという計画だから、ちょっとでも氾

濫を許容する可能性を持つ対策は採用しないという理解でよろしいのでしょうかというこ

とです。 

 

【山田座長】 それでは、前回欠席の鈴木委員、お願いします。 

 

【鈴木（誠）委員】 東京農業大学の鈴木誠です。質問なんですけれども、今回、第一調

節池が既にあって、治水機能として、第二、第三というのを設けるという計画ですよね。 

 原案の概要説明資料でいくと、21ページに全体の目標、方針のところで、荒川第一調節

池の話が触れられている。ここでは治水と利水と環境について、目標について、第一調節

池に触れながら書いてあるのだけれども、その後で、24ページには、第二、第三、第四を

組み入れた場合に、治水上の観点からの利点というか、そういう目標が書かれていると。

そうすると、その前段にある治水・利水・環境・防災、この四つで横串にして評価の視点

を持っているわけだから、第二、第三、第四というのも、ここで言う利水・環境・防災上

の評価はどこかに書かれているのですか。というのが質問なのですが。そういうふうにし

て考えないと、今回の一番大きな課題なので、そこを確認してからではないと、先にいけ

ないかなと思っています。 

 

【山田座長】 それでは、次は中村委員もご欠席でしたので、よろしくお願いします。 

 

【中村委員】 東京農業大学の中村です。前回、欠席しまして申しわけありませんでした。 

 今、調節池の話になっていますので、関連で、少し数値の問題についてお伺いいたしま

す。資料１の43ページの、調節池に関する具体的な概要のところですけれども、一つは、

第二、第三、第四調節池の洪水調節容量の計算についてです。今回の資料では、各調節池

の面積は記載されていないのですが、前にいただいた資料ですと、それぞれの面積が掲載

されておりまして、調節容量と、それから面積ということで、簡単に掘削する深さを計算

しますと、第二調節池が11mぐらい、第三調節池が５m、第四調節池は７mということで、

大体まとまったところの調節池計画でありながら、掘削する水深がちょっと違うような感
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じなのですが、その辺の根拠をお伺いしたいと思います。 

 それから、５ｍとか７ｍとか掘削すると、河川の伏流水への影響とか、それから周辺の

地下水への影響とか、そういった影響も少し検討する必要があるのかなと考えました。 

 それから、今日の参考資料３で、今後、もしそれが実現化するとなると、土地所有者の

対応というのがあると思いますけれども、実際にどれくらいの地権者がいて、どれくらい

の面積になって、もし対応となりますと、例えば代替地とか、そういったことまで検討さ

れているのか。その辺を具体的にお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

 

【山田座長】 ありがとうございます。知花先生、お願いします。 

 

【知花委員】 こちらの都合で順番を変えていただいてありがとうございます。 

 先ほどの参考資料３で、沖委員、久保委員の発言と少し絡むことで、二つコメントとい

うか、意見があります。 

 一つは、先ほど久保委員が、決壊しない堤防というのはメニューから外して、それはや

らないのかというご趣旨があったと思うのですけれども、おそらく今回、目標流量に達す

るためにどの方法でいいかであって、それは目標流量が変わるものではないから今回は省

くということなんでしょうけれども、私が気になったのは、その後の水田の保全とか、雨

水貯留、雨水浸透施設というのが、効果は小さい、バツと書かれてしまうと、確かに今回

の流量に対しては小さなものかもしれませんけれども、堤防の補強というのも平行してど

んどんやっていく話ではないかとは思うのですね。ですので、やりませんというのではな

くて、今後もそれは検討していくけれども、今回の流量に到達するという意味では、とい

うようなことかと思うので、少しそれは書き方を工夫されたほうがいいかなというのが一

つです。 

 もう1点なのですけれども、今回、調節池第二、第三、第四というのが妥当だという結

論ですけれども、そもそもなぜこの場所なのかというご説明もあったほうがいいのかなと。

どうしてこの場所になったのか。もっとよりよい場所があるのではないかとか、あるいは

組み合わせ方も、例えば、２、３はやるけれども、４はやらずに、もう少し掘削をふやす

とか、あるいは部分的にでも引き堤をするとか、同じメニューでも組み合わせ方とか、場

所の配置とか、いろいろ検討して、やり出すと無限に出てくるかもしれませんけれども、

なぜこの案なのかというのは、もう少しご説明があったほうが、最初に計画ありきみたい

な印象を持たなくていいのかなという印象を受けました。この２点です。 

 

【山田座長】 知花先生がおられる間に、今の知花先生のご質問、コメントに対して、事

務局から回答してください。 

 

【髙橋河川調査官】 まず、２点目の組み合わせの話でございます。各案について、調節

池と同等の効果を得るために必要な事業費も算定しておりまして、いろいろな組み合わせ
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があるのは確かに事実なんですけれども、こういった形で、今、ご提示させていただいて

いる案で、ほかの組み合わせをした場合でも、やはり掘削の案をすると、先ほどの沖先生

の質問にありましたけれども、橋梁の架け替えが増えてきたりするところもあって、費用

がかさんでいるところもございますので、今、我々が提示している案が、現時点ではいい

のではないかということでご提示をさせていただいているということでございます。 

 

【知花委員】 調節池の場所というのはここしかない、ここが一番効果的だということは

何か言えるのですか。 

 

【髙橋河川調査官】 中流部に過去広大な川幅をとって上流のほうは整備してきた歴史も

ございまして、現在も横堤を使って遊水機能がある状況ではあるのですけれども、広大な

ところを計画的に調節池にすることによって、よりカット量を計画的に位置づけていくと

いうことで、場所としましては、今、第一のすぐ直上流から２、３、さらに入間から合流

のほうに第４ということで、やはり川幅が広く、遊水効果をとれる、カットできるところ

はここしかないと考えているところでございます。 

 

【山田座長】 最初のほうか終わりのほうで質問された、水田の治水機能がないからとぐ

さっと切らないで、それは流域のスケール次第で効くところもあるわけで、条件をつけて

書かないと、その言葉だけがひとり歩きしてしまうと、それはまずいと思う。それはサジ

ェスチョンということでいいですね。 

 知花先生、ありがとうございました。 

 それでは、前回ご欠席の藤井先生、お願いします。 

 

【藤井委員】 東京都島しょ農林水産総合センター、藤井です。治水、利水につきまして

は専門外なので、コメントを控えさせていただきたいと思いますが、１点ちょっと要望と

いいますか、河川全般にわたりまして、環境面への配慮は非常にしていただいているとこ

ろなのですが、やはり河川と言いますと、生業としての水産業といったものが営まれてお

りまして、共同漁業権が設定されている区域も、この計画の中にはたくさん含まれている

と思います。そういった意味で、そういった生業、産業へのご配慮という部分も、今後整

備にあたりまして、ぜひお願いしたいということで、改めてよろしくお願いいたします。 

 

【山田座長】 ありがとうございました。 

 それでは今、前回ご欠席された委員の先生方からの質問なり、コメント、サジェスチョ

ンに対して、事務局から回答をお願いします。 

 

【髙橋河川調査官】 全体を通して私のほうから回答をさせていただいて、不足する部分

は、ほかの者で説明させていただきます。 

 まず、沖先生から、雨量の２日雨量、３日雨量の話がございました。これにつきまして

はご助言として、我々としても今後検討していきたいと思っております。 
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 それから、久保先生からも、氾濫は基本として許容していないというか、今回の整備目

標としては、あくまで洪水を安全に流すということを整備目標として決めさせていただい

ております。それに基づく手法としてどういうものが適切かを計画段階評価では評価させ

ていただいておりますので、我々としては安全に流す、氾濫は許容しないという前提での

ご議論をお願いしたいと思っております。 

 それから、鈴木先生から利水と環境、防災、それぞれ総合的に考えなければいけないの

ではないかというご意見をいただいたかと思います。確かに河川整備計画の中でも、調節

池の整備に当たっては環境ですとか、ほかの部分を含めて連携しながら整備をしていくと

いう旨は記載しております。ただ、計画段階評価は、ある目標に対しての手法がどうかと

いうことを書いておりますので、主要因としては治水目標に対してどうか。ただ、評価の

観点の中では、当然ながら環境についても影響があるのではないかということは記載をし

ておりますので、その部分は決して念頭にないわけではないということでございます。 

 それから、中村先生のご質問はまた別途、ほかの者から説明をさせていただければと思

います。 

 それと、沖先生だったと思いますが、先ほど、河道掘削のほうが費用がかなり大きいの

ではないかというお話がありましたが、先ほど申し上げましたとおり、掘削をしますと橋

梁の架け替え等が出てくるということで、初期費用としてはかなり高くなるという状況で

ございます。 

 

【沖委員】 でも、維持管理も４倍ぐらいになっているのですが、架け替えると、維持管

理もそれだけかかるんですか。 

 

【髙橋河川調査官】 維持管理は、河道の掘削をかなり深くやりますので、再堆積をする

と想定をしておりまして、その部分の維持管理費が出てくると。 

 

【沖委員】 それは調節池を中心とする案でも、延長としてはかなりの河道掘削が必要に

なるように思うのですが、こんなに違うのですか。 

 

【出口河川計画課長】 掘削のボリュームといいますか、参考資料３の９ページを見てい

ただきますと、③の調節池を中心とする案で、ちょっと見にくくて恐縮なのですが、左下、

流量配分図を見ていきますと6,800m3/s、⑤ですと8,000m3/sということで、これだけのピ

ーク流量を流そうと思いますと、やはり下にも深く、これだけの延長を掘らないといけな

い。しかも、その器を維持するための、そういう再堆積すれば維持をしなければいけない。

そういったところで少しお金がかさむ部分、橋梁の部分と掘削の対応ということで、少し

コストがかさんでいるというのが現状でございます。 

 

【沖委員】 わかりました。先ほど久保委員のご発言で思い出して、申し忘れたのですが、

10ページの表で、やはり超過洪水に対してどのぐらい効果的かとか、そういう視点も加え

て評価されるといいのではないかなという気が、私はいたします。そういうのは、こうい
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う計画段階評価には組み込まれないとのことでしたら、仕組みとしてそうだったらあれで

すが、これまでの議事録を見ていますと、やはり超過洪水はあるだろう、それに対しても

一定の想定した効果があるのだという観点があると、またいいのではないかなという気が

いたしました。そうではないと、例えば、安全に流すだけであれば、１m計画高水位に足

らないだけであれば、やはり余裕高で洪水を流下させることも可能なのではないかといっ

た意見が出てくる可能性もあります。そうではなくて、超過洪水に対しても適正に運用可

能である、あるいは長期的に見ても維持管理が適切だといった視点があるといいのではな

いかなと思います。 

 以上です。 

 

【山田座長】 今のご指摘は非常に大事なところで、特にこういう荒川の中流部から下流

部にかけて、非常に人口密度も多くて、資産も集積しているところでの治水計画において、

ほかの地方を流れるようなところよりも、より超過洪水を考えても、この案がいいとか、

そういうものの見方というのは非常に重要になってくると思うのだけど、これは哲学的な

議論です、計画というのはどうあるべきかというので。その辺はどうですか。髙橋河川調

査官、役所の中でそういう議論はずっとやっているのですか。それとも、河川計画という

のは、ＨＷＬを安全に流せるということでまずやるということか、その辺はどうですか。 

 

【髙橋河川調査官】 前回もご説明をさせていただきましたが、リスク評価というものを

最近やり始めています。それは施設計画で想定している規模以上のものに対しても、どの

ようなリスクがあるかということをきちんと皆さんにも提示をすると。 

 そういった意味では、沖先生がおっしゃるように、我々が計画で想定をしているもの以

上が来ることを前提として、いろいろ物事を考えなければいけないということは、我々の

中でも十分認識しているという状況ですので、この計画段階評価の中で、どのように超過

洪水の表現ができるか、もうちょっと考えないといけないと思いますが、非常に貴重なご

意見だとは理解しています。 

 

【山田座長】 せっかくそういう意見が出たのだから、最終的に、超過洪水対策から見て

も、この案が合理的なんだという論理構成というか、証拠をきちっとつけておくほうが、

今日の河川計画という意味では重要ではないでしょうか。 

 はい、事務局どうぞ。 

 

【加藤荒川上流河川事務所長】 中村委員からのご質問に対してお答えさせていただきま

す。私は荒川上流河川事務所の加藤でございます。よろしくお願いします。 

 まず、先ほど掘削する深さについて試算されたというお話がございましたが、まず、そ

もそも今回、荒川の調節池群につきましては、広大な河川敷に関して、いかに効率的に貯

めるかということで、まず堤防をつくって、堤防で容量をある程度確保する。その容量で

足りない分を下に掘って、追加で容量を確保するといったような計画をしておりますので、

全て掘って容量を確保するという計画にはなっておりません。そのため、先ほど委員のご
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試算されたような深さまでは至らないようなことを考えております。ただし、現時点にお

きましては、詳細な調査等を行っておりませんので、今後、掘削範囲ですとか、掘削の深

さ等については、しっかりと検討していきたいと思っております。 

 ２点目としまして、その際に伏流水への影響という話がございました。そこにつきまし

ては、原案にも少し書かせていただいておりますが、今日の参考資料２の36ページ目をお

開きいただければと思っております。先ほど鈴木委員からのご質問等にも少し関連してく

るところではございますが、この調節池群を整備するにあたりまして、実施内容の二つ目

の四角のところをご覧になっていただければと思っていますが、調節池群の整備に当たり

ましては、整備後の自然環境の保全、快適な河川空間の利用、適切な維持管理がなされる

よう、現に河川敷に形成されている多様な生物の生息環境、多様な河川空間の利用状況な

どに配慮し、検討を進めていく。ということで、実際には地下水とか、そういった環境面

での調査をしっかりやっていきながら検討を進めていきたいと思っております。その際に

は、今ある自然環境、あるいは整備後の自然環境等もある程度念頭に置きながら検討を進

めていきたいと考えているところでございます。 

 もう一つの、今、調節池を予定している、計画している場所の土地所有者に関しまして、

代替地等を準備している予定があるかという話がございますが、基本的に、こういったと

ころで用地を取得するにあたりましては、通常は公共事業ですと土地の対価をお支払いす

るということでございまして、その後、その方々がどういう形でそれを使っていくかとい

うところまでは、私ども通常は考えていないところでございますので、そういったことで

調節池の計画を進めていくことを考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

【山田座長】 中村委員、今の回答でよろしいですか。 

 

【中村委員】 要は少ない面積でいかに機能を維持するかという意味で、余り大きな面積

をとらずに、深さを深くすれば、それだけ買収する面積も減るんじゃないかという簡単な

発想だったのですが。 

 それと第二、第三、第四の調節池の優先順位といいますか、どこを最初につくるかとい

う、前にも議論があったかもわからないのですけれども、より効果的なものからつくって

いいのか。例えば、第四の場合は入間川が流入してくる間につくるわけですね。ですから、

どちらかというと、そちらのほうがかなり効果があるのかなとしておりますので、そうい

ったことも含めて、その三つの案を考えるのであれば、どこを優先的に考えていくかとい

うことが私は気になりましたので、それを含めての話ということになります。 

 

【山田座長】 ありがとうございました。もし、私の質問にまだ答えていないという方が

おられましたら言っていただければいいのですけれど、時間も押し迫っていますので、一

通り、出席された委員の方全員の質問なりコメントを聞きたいので、その中で今まで出た

質問にも答えるという形でお願いします。 

 私の横から、田中委員からお願いいたします。 
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【田中委員】 計画段階評価の資料ですけれども、堤防かさ上げ案を二次選定で外してい

ますね。水位が高い状態で破堤したら危険が大きいというのはよくわかります。しかし、

書き方として、現在、流下能力が足りていないので、計画規模の洪水で破堤して被害が出

ますが、堤防かさ上げ案の場合は計画規模までは流しているわけですね。その上で、超過

洪水を含めたときの被害ということなので、現在よりも危険が大きいという書き方で良い

のかどうか。このあたりは少し誤解のないような記述をしたほうが良いのではないかと思

います。 

 それは、先ほどの超過洪水をどう考えるかということにもかかわると思うのです。海の

近くだと、上流で流量を減らしても、そんなに水位が変わるわけではないので、かさ上げ

によって堤防が少し分厚くなれば、より超過洪水に対しても強くなると思います。だから、

必ず被害が絶対大きくなるかというと、その確率も含めた議論になると、違うかもしれな

い部分もあります。なので、少し書き方を工夫したほうが良いかなという気がします。 

 

【山田座長】 それでは、さっきと同じように、委員の方から全部質問を出してもらって、

共通する部分を回答してもらう。そういうやり方にしたいと思います。 

 それでは、堂本委員。 

 

【堂本委員】 河川環境保全モニターの堂本です。よろしくお願いします。 

 資料３とか、ほかでも出てくるのですけれども、調節池とか、河道掘削とか、引き堤案

で、環境への影響ということで、この場合の影響というのは、マイナスの影響だけのこと

をおっしゃっているのか。場合によっては、積極的に河道掘削等で湿地再生とか、逆にや

ることで多様な湿地環境をつくれる場合があるのですけれど、そういったことは評価の中

には入れられないのかなと。これは逆に言えば、河川整備の原案で、堤防、築堤とか、河

道掘削のときに、配慮する、配慮するとあるんですけれども、積極的に湿地環境を整備し

ていくというような、環境に対してプラスの側面でいくんだという方向性が、もうちょっ

と僕はあっていいのかなと。後半の部分でエコロジカル・ネットワークの展開とか、いろ

いろあるわけですから、調節池にしろ、掘削にしろ、場合によっては引き堤の場合、難し

いということですけれど、荒川の中・上流部の引き堤のほうが、逆に地域の環境にとって

プラスになることはいっぱいある可能性があるわけで、その辺をきちんと整理、説明して

いただけると、あるいは整理していただけると大変ありがたいかなと思いました。 

 以上です。 

 

【山田座長】 一通り全部聞くと言いましたけれども、今の堂本委員の意見は、初めて環

境的なことに質問されて、前向きの意見を出していただいた。これに対してどう考えてお

られますか。 

 

【出口河川計画課長】 まさにご指摘のとおりの部分がかなり多いかと思います。例えば、

調節池であれば、囲繞堤で囲って、中を掘削することによって、容量を確保しようとしま
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すので、当然、今まで乾燥化してしまったところを、例えば、第四のところですと、太郎

右衛門橋の自然再生事業なんかも行っておりますので、治水目的でしっかり環境にプラス

の効果を求めていく。そういったことを河道掘削でもやるということはやっていかなけれ

ばいけないと認識してございます。ここの表現については、マイナスな面の記載に今はと

どまっているところがございますので、評価の書きぶりについては、少し工夫ができるか

なと考えております。 

 

【山田座長】 より具体的に書いてくれないと、配慮するとか何とかというと、何のこと

だかよくわからない。 

 

【鈴木（誠）委員】 先ほどの私の質問は、今、堂本さんがおっしゃっていたこととかな

り共通しているので、先ほど僕が質問したのは、参考資料２の原案の20ページ、21ページ

で、第一調節池の現況の評価が、ここで一つだけでは少ないというだけで、あれがあるこ

とによる治水・利水・環境については評価すべきだという考え方なのです。 

 原案の38ページと両方なっているから、それでもって38ページを見たら、そんなことは

書いていないので、これは43ページですね。原案の洪水調節容量の確保、原案の資料１の

43ページの上のほうに書いてあるのは、先ほどお答えになったことですよね、38ページで

はなくて。ここに書かれているので、ここでは環境に配慮し、関係者の意見を聴きながら

検討を進めていくとなっているのですけれども、第一調節池をもっとちゃんと評価して書

いておくことによって、調節池が利水、治水、環境についても、大きなプラス方向で役に

立つ資産になっていく、社会資本になっていくんだということを言っておかないと、計画

は前に進めないよという意味で言った。 

 というのは、これを見ると、本文の資料１の37ページは、河川環境の整備の保全に関す

る目標というところで、26行書いてあるのですよね。ここでは概括的な姿勢をずっと書い

てあるのだけれども、ところが、特定の言葉として、ダム貯水池においてはというのが二

つも出てくる。ダム貯水池においては、富栄養化の、水質だとか、そういうことの話です

よね。それから、下の23行目には、ダム貯水池の湖面利用についての多様なニーズなんて

書いてある。第一調節池は全然ないんです、こういうことが。そういうことをここで書い

ておけば、第一調節池というのは利水だけではなくて、現在、多方面で、自治体からもあ

りがたられているとか、何かそういうふうに言ってくれないと納得いかないなというのが

先ほどの質問だったのですけれども、ここで入れたのではないかな、具体的に。そういう

意見です。 

 

【山田座長】 今のご意見はごもっともな話で、別に反論するような話でも何でもない。

どうしても河川環境の整備と保全に関するところが何となく薄く聞こえてしまうから、も

っときっちり具体性を持って、それから、今までの第一調節池の評価も交えて、そこをし

っかり書きなさいということで、どうですか。そういうところで、入れ込むということで、

河川調査官、どうですか。 
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【髙橋河川調査官】 鈴木先生のご意見、ごもっともだと思いますので、第一の評価をし

っかり記述させていただいて、目標のところに書くかどうかはありますけれども、その上

で、今後の整備に当たっても、評価を受けたプラスの面についても、記述できるところに

ついては記述をさせていただきたいと思います。 

 

【山田座長】 それでは、堂本委員のご質問にも答えてもらったということでよろしいで

しょうか。 

 次、横山委員。 

 

【横山委員】 首都大学東京の横山です。今回新たにつくっていただきました参考資料２

の概要説明資料、38ページと39ページの治水の部分についてなんですけれども。38ページ

にＡ、Ｂ、Ｃとメニューがあるのは、Ｂが現況で、Ａが、仮にこれがなかった場合をもっ

て洪水時の評価をしたということですよね。Ｃは整備効果ということなんですけれども、

Ｂが現況というのは、読んでいて気がつかなくて、横堤・広い高水敷がありというのは、

今もあるのではないかなと思って、ここがわからなかったので、よくよく読んでいくと、

注釈の３のところあたりを見ると、Ｂが現況なんだとやっと理解したのですが、そこをも

う少しわかるように書いていただくといいかなと思いました。 

 それから、39ページ、浸透か、侵食かという議論はあると思うのですけれども、堤防を

越えたときの裏法の対策みたいというのは入ってこないのかなと思って、この表の浸透対

策で、表の侵食を、両方やっていると思うので、書き方だとは思うのですけれども、鬼怒

川のように、最近堤防がよく決壊するのは、越流して裏からやれているというパターンは

多いので、侵食対策というのも、裏面の対策も含めた形で、これは高水敷造成ですとか護

岸整備となっていますけれども、裏法対策みたいなものを、特に下流部の高さが少し不足

していると、高規格堤防も大分時間がかかるという中では、暫定的にはそういった対策も

準備、手当てしていくのだろうとは思ってはいますけれども、その辺が書かれていれば結

構ですけれども、なければ、そういった記述も少し工夫していただければと思います。 

 

【山田座長】 最初のほうは、わかりにくいからもう少しきちんと書いて下さい。後のほ

うが、裏法面の越水破堤に対することは、もっと対策メニューとして必要なのではという

質問だと思ういますが、どうですか。 

 

【髙橋河川調査官】 裏法といいますか。越水で堤防から決壊すると。鬼怒川の決壊を受

けまして、本省でも鬼怒川の課題を受けた対応ということを今検討しておりまして、答申

も出ております。 

 その中で、例えば、堤防を整備するのでも、上流、下流のバランス等もございますので、

すぐ堤防がかさ上げできないような場所、そういったところはリスクがあるということで

あれば、堤防の天板保護をする、もしくは、法尻の保護をする。そういった対応をするこ

とで、避難の時間を稼ぐとか、堤防が決壊しないということはないのですが、できるだけ

決壊しにくい対応をして、工夫をしていこうという方向性が出されておりますので、その
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辺、詳細に今、各河川でも検討させていただいておりますし、荒川のほうでも今、検討を

内部でやっておりますので、検討が終われば、整備計画にも反映させていただきたいと考

えております。 

 

【山田座長】 ありがとうございます。淺枝委員、お願いします。 

 

【淺枝委員】 埼玉大学の淺枝委員です。先ほど鈴木委員、堂本委員から出ている話です

が、ここのとことろは、もう少し踏み込んでいただきたいと思っています。10ページです

か、計画段階の評価です。基本的にはコストです。一番重要なところが非常に大きく違う。

私自身は、この案で全然反対ではありませんが。 ただし、重要なこととして、例えば調

節池を中心とする案についてでも、これがマイナス面の評価だけから、これがいいという

形で決まったという筋道ではなくて、これをやることによって、こうしたプラス面があり

ます、だから、これに決まったのですというところも入れていただきたい。それはどうい

うことかと言いますと、実際に工事をやる時には、治水面と、洪水を低減させるというと

ころが実際には中心になっていくと思いますが、そのときに、いや、これが決まった経緯

は、実は具体的にこうしたプラス面があることで決まったとなっていると、その方も重要

になってきます。先ほどから出ています環境面もありますし、ほかのこともあると思いま

す。こうすることによって、治水上の計画が、他のことにも生かされてきて、前回申しま

した横串の部分が、本当に生きていると思います。 

 そうすると、例えば、説明資料の33ページ、河道掘削等における河川環境への配慮とい

うところですが、左側はいいのですが、右側で掘削しますということになっています。ビ

オトープに配慮して反対側の掘削はいいですが。これは調節池としての役割だけでなく、

これは環境面や利水面に関係するということで、これに決まったという経緯になっていれ

ば、恐らくこうした掘り方はしないですね。もっと緩斜面にするはずです。もっと後ろの

ほうに低い場所をつくったり、氾濫原の自然の形を想定した形になるはずですね。そうし

たことが一体になったものになっています。実際の治水事業と連動して起こる、利水や環

境調和型の仕組みをぜひつくっていただきたいです。 

 そうすると、引き堤は、堤防は動かすのはだめかもしれませんが、先ほどの河道掘削と

いうのは、一部分では行わなければならないとしても、環境に負荷をかけない形で行われ

ることになります。 

 それと、これも小さいことかもしれませんが、渇水のときの話がいろいろ出ていまして、

渇水の対策協議会が、説明資料の利水のところに出ていますね。それとは別に69ページに

は水質の話が出てきていますね。水質というと、どうしても危険な水質をどうしても頭に

浮かべてしまっているので、このように環境のところに入ってきがちです。ところが、例

えば、よくある異臭味の話とかは渇水対策にも関係が深く、場合によっては渇水だけでは

なくて、全くの利水対策ですね。そうした視点が利水の中から抜けてしまっています。 

 具体的な例として、今までは、飲料水の異臭味対策はダムだけでよかったものです。し

かし、近年は、既に荒川でも問題になっていますが、河川で異臭味の発生が生じています。

恐らく付着藻ですが、そうした問題が生じてきています。こうしたことで、地方自治体の
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利水者が非常に迷惑を被っているというようなことが実際に起きているわけです。それは、

むしろ環境というよりも利水と絡んだ話のように思います。そうしたところがもう少しう

まくつながっているといいように思いました。 

 以上です。 

 

【山田座長】 治水と利水の部分は河川法の中で出てきて、環境が最後に河川法の中で三

本柱として出てきたわけですね。治水と利水というのは、最終的にでき上がったものがい

いかというのはかなりあるので、比較的わかるのだけれど、環境というのは、どうつくっ

ていくのかとか、どう保全するのかという時間順序みたいなのが入ってきますね。それが

いいかということになるので、普通の治水・利水の計画案、これはどうだろうと言われた

ときに、我々は有識者としての会議として、でき上がったものに、もちろん段階的施工と

か、あるのだけど、環境はどのように保全し、整備していくかというプロセスのところが

いいかということになってくるので、そこら辺を含めて、もうちょっと環境のところをし

っかり書き込まないと。 

 

【淺枝委員】 今、座長が良い表現されていました、環境というのは、その場、その場で

いろいろ変えていかなければいけない、順応的管理の部分が非常に多い事柄ではあると思

います。逆に、そうしたものは、現段階ではしっかり書き込めない。しっかり書き込めな

いということは、ほかの対策を行うときに、それも同時に行わなければならないような仕

組みをここの中身につくっておけば、うまくいくと思います。また、環境か利水かの仕分

けは難しいですが、下水対策といったことは、具体的に詳細な計画がなされているわけで

すから、具体的に盛り込める話のように思います。 

 

【加藤荒川上流河川事務所長】 荒川上流の加藤ですが、今、ご指摘いただいたのが、ち

ょうど原案の41ページの３行目から４行目に書かせていただいていますが、これは一つの

例でございます。「河道掘削等の実施に当たっては、河床変動、動植物の生息・生育・繁

殖環境等に配慮するとともに、継続的な観測を実施しつつ、その結果を踏まえて適切に行

うこととし」というのを入れさせていただきまして、恐らく現時点では、私どもも、いろ

いろ段階を見ながらしっかりやっていくというのを、こういうところできちんと入れるこ

とによって、いろいろな時点で書けなくても、きちんとそういったところを配慮してやっ

ていくということを整備計画に書いているところでございます。 

 

【淺枝委員】 非常に努力されているというのは、よくよく見てとれることはあります。 

 

【山田座長】 それでは、今の部分は、今ここでどうのこうのというより実際にやってい

くプロセスの中で、環境の保全だ、創造だというところで、どういうふうにそういう仕組

みをつくっていくかということも、例えば、有識者のそういう環境の専門家の意見を聞き

つつやっていくと。それを確実に実行するような書きぶりにすべきという淺枝先生の意見

だと思っているんですよ。これも反論する話ではなくて、そういうことでやられたらどう
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ですかというのが有識者としての意見だと思います。 

 それでは一通り、１回は聞いたのですけれど、あと20分ぐらいしかありませんので、15

分ぐらい、残り５分ぐらいは余裕高を見ておかないといけないので、15分ぐらいをフリー

なディスカッションという形にしたいので、どんなご意見でも結構です。 

 久保先生から。 

 

【久保委員】 先に失礼するので。洪水対策については、たくさんのページが割かれてい

るのですが、地震対策が資料２の42ページの１ページしかなくて、今さら私が申し上げる

ことではないかもしれないけれど、兵庫県南部地震のときに、淀川の堤防がぐずぐずにな

っちゃったということもございましたので、液状化対策ですとか、ゼロメートル地帯の堤

防の、地盤改良というのは、全ての案に既に予算が入っているのでしょうかということが

知りたかったのですが、もし別だということでしたら、荒川の整備計画の中で、特に地震

対策に注意をたくさん払っていただけたらなという感想です。 

 

【山田座長】 さらにつけ加えると、荒川の一番下流の左岸側、中川の左岸側は東京都管

理でしたか。そこも含めて地震対策に対して、よりもうちょっと突っ込んだ書き方ができ

ないのかという解でよろしいでしょうか。一旦これは起きてしまったら、本当に壊滅的な

ことになってしまう。洪水がなくても、地震が起きて満潮が来てしまうとか、余り雨は降

らないけれども、高潮が来てしまうと、どうしようもない、壊滅的なことが起きてしまう

ので、低平地は。これに対しては、もうちょっと思い切り書き込んでほしいね。何となく

弱いな。 

 

【久保委員】 先ほど、リスクの検討をされているということでしたので、そういうリス

ク面からの記述ということになります。 

 

【沖委員】 先ほど少し議論させていただきましたが、参考資料３だけを見ると、ダムは

やらない、堤防は上げない、国交省は変わったのかという感じですが、こちら側の整備計

画を見ると、満たさぬところは堤防整理をやりますと書いてあるわけですね。なので、先

ほどもありましたが、結局、今後5年あるいは10年で特にやろうと思うことはこれです、

先にやると。ところが、例えば、堤防の強化とか、いずれにせよ粛々とやっていかないと

いけないことはいっぱいあるので、今回の調節池プラス河道掘削が終われば、洪水のリス

クがなくなるというわけではないという立場を明らかにして、まず、今、投資効果よく、

洪水リスクを下げることができるのが、この案だと思われるという基本姿勢をお示しにな

るのがいいのではないかと。ほかはやらないとか、無意味であるということでは決してな

いというのが、一番大事な基本姿勢ではないかなと議論を聞いて思いましたので、ぜひ、

そういうところを留意いただければと思います。 

 以上です。 

 

【山田座長】 今のご意見、どうですか。 
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【髙橋河川調査官】 大変貴重なご意見ですので、沖先生、久保先生のご意見をしっかり

受けとめて、我々としても対応をしていきたいと思います。 

 

【山田座長】 国土交通省も随分変わったものだと思うのは、ちゃんとリスクの評価もし

なさいと、この荒川の整備計画で初めてその言葉が出始めたのですね。全国の中で最初に。

久保先生のもそうですし。 

 それから、これは私の座長としての意見ですけれど、流出計算モデルの２ページ目の真

ん中の上の図が非常に大事な図で、同じ1/200の雨を入れても、過去のいろいろな総量に

なるように雨を強く見ると、雨の降り方によって、こんなにピーク流量というのはこんな

に違うものですよという図でしょう、これは。これは非常に重要で、どこかで我々は、ど

の流量を選ぶのですかというのを選択しなければいけない、役所のほうは。そのときに平

均の値をとっている。だけど、それをとったことによって、過去９０何個の雨をどれだけ

カバーしたかというと、63％でしたか。運が悪いと、同じ総量の雨が降っても、37％はピ

ーク流量は超えるということを言っているわけでしょう。これがまさにリスク評価なんで

す。そのリスクはあるんですよ。それは幾ら値を決めても出てくるのです。だから、この

流量に対して河川整備計画をするけれども、非常に運の悪い組み合わせの雨が降ってしま

うと、これを超えることが２０何％あるのですと。これはもっと強調すべきだと思います。

絶対安全とか、絶対なんとかというのは世の中あり得ないので、何をやってもある種のリ

スクが出てくる。昔はカバー率なんて言っていたでしょう。何のことか普通の人は誰もわ

からないよね。過去、９０何個のうちの６３％が、この流量でカバーしているけれども、

運が悪かったら、これを超えてしまう。それがリスクなわけです。それはしっかり書き込

んでいいときじゃないかと思うんですね。 

 

【横山委員】 首都大学の横山です。原案について少しお願いがございまして、資料１で

すけれども。特に河川環境ですとか、流域という観点についてなんですが、まず、37ペー

ジの4.3の河川環境の整備と保全に関する目標ですけれども、例えば、「ダム貯水池にお

いては」というのが９行目に出てきて、また、23行目に「ダム貯水池の湖面利用について

は」ということで出てきて、恐らく上のほうが水質で、真ん中が生物で、下のほうが人々

の触れ合いというような書きぶりだと思うのですけれど、ぱっと見たときにすごくわかり

にくくて、そういうくくりですよという説明でもいいですし、あるいは、もっと言うと、

上流から下流に向かっての書き方というのができないのかなと思って、これはより顕著に、

後のほうなんですけれども、例えば、65ページ、5.2.3、河川環境の整備と保全に関する

事項というところで、（１）水質の保全、下流から上流に事象が上がっていって、ダム貯

水池が最後におまけ的についているのですけれども、水質について言えば、やはりダムで

きれいな水を確保してあげないと下流にカビ臭が行って、浄水場が迷惑をこうむるという

ふうに、上から下に伝播していきますから。 

 あと、68ページの流域全体を視野に入れたというのも、雨水貯留、浸透、それから田ん

ぼ、森林と、これも下から上に上がっていっているような気がして、最初はやはり森林の
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保全みたいなものがあって、中流で田んぼの保全、それから下流域で都市の雨水浸透とい

ったような感じで物事を見ていくのかなと思いますので、そういう水の流れも考え方、記

述に再編していただけるといいかなと思いました。 

 

【山田座長】 今のはそのほうがより理解がわかりやすいし。 

 

【横山委員】 書きぶりだけの話です。 

 

【山田座長】 そうですね。ときどき情報提供して、先生のコメントはこういうものなの

かというのは確認してくださいよ。全部が終わってしまってから、何も変わっていないじ

ゃないかと言われたら困るから、確認してください。 

 

【淺枝委員】 今の先生の話と、横山先生の話にも関係しますことですが、先ほど言いか

けて、ページ数がわからなかったところですが、67ページです。基本的に整備計画で書か

れてあることは、国土交通省が中心になってやりますということですね。 

 私が先ほど申し上げたかったのは、もちろん水量に関しては、国土交通省が中心になっ

て面倒を見ますという形がよくわかります。しかし、水質に関して、例えば、下流の取水

にとって問題になるようなことが生じた時に、国土交通省が中心になってやりますという

形に必ずしもなっていない。 

 確かに上流のダムで問題が起きたとき、特に水機構等のダムで問題が起きたときは、水

機構が問題を解決しなければいけません。しかし、現在起きている問題は、例えば、先ほ

どのカビ臭の問題は川の中で起きている現象です。ということは、これは水機構の仕事で

はないはずです。国土交通省が中心になってやらなければいけない。確かに水量という観

点では、利水という面では、国土交通省が中心となってやっていただいていますが、取水

にかかわる水質に関しては、国土交通省が中心となってやりますという形になっていない

と問題が生じます。特に今、川の中で問題が起きているわけですから、国土交通省でない

と解決にならない。そうした意識では書かれているのだとは思いますが、もうすこしクリ

アにしていただければと思います。 

 

【山田座長】 今すぐ具体的にどう書きかえるというのは、難しいと思うので、別にこれ

を否定される意見ではないので、より立派な計画になってほしいという、皆さん河川の整

備に非常に熱い思いを持っておられる方ばかりなので、そのご意見をちゃんと尊重するよ

うに対応してください。 

 清水先生、お願いします。 

 

【清水委員】 今回、流下能力図から出てきて、１点だけ確認しておきたいのは、ＨＷＬ

の評価とスライドダウンとの評価の違いというのは堤防の幅が足りないからですね。所定

の高さまで下げたところの流下能力評価がスライドダウンで、そうやって見ると、その差

が結構大きいという気がします。 
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 結局、スライドダウンで足りないというところは、堤防を太くしてやればいいわけで、

だから、別に掘削も何もしなくてよい。 

 流下能力図を見ていると、今回の目標流量を超えている赤い線は、ＨＷＬのところじゃ

ないですか。そこは堤防を厚くしてやればクリアできる可能性が本当にあるのか、そうで

はないのかというのがしっかり書かれていないと分からないと思います。河道掘削も、下

流の３kmから10kmのところのわずかな区間をやるんだけど、現況流下能力と、ここのとこ

ろは、スライドダウンのところもそんなに差がないのだけれども、わずかなところがクリ

アできていないのに、７kmやらなければいけない理由とか、そこでぐっとお金がかかって

くるし、その辺が気になるので、また、整理して教えてください。今ではなくて結構です。 

 

【山田座長】 コストの算定にも効いてくるので、それのバックグラウンドの詳細なとこ

ろをきちんとしてくださいということですね。 

 ちょうど今、12時の４分前ですので、今後の予定を聞いて、私の役を終えたいと思いま

すけれど、あるいはその他の連絡事項がありましたら、お願いします。 

 

【髙橋河川調査官】 現在、一般の方にも原案を、パブコメということで意見募集させて

いただいておりまして、今日までいただくことになっております。 

 それから、一般の方で、公述したいという方については、公聴会を開かせていただいて、

そういった意見も聞かせていただくということです。 

 本日、有識者の先生方にも多様な、非常に貴重な意見をいただきましたので、それを踏

まえて、我々とすれば、今回、いただいた意見を１回集約させていただいて、それをもっ

て、原案から案に変更させていただきたいと、事務局としては考えているところです。 

 

【山田座長】 今後の会議の予定とか、そういうものはどうですか。 

 

【髙橋河川調査官】 原案から案に変えさせていただくと、案の段階で、正式に都県に意

見をお聞きするような手続になっております。ですので、基本的にはいただいた意見を集

約させたものを、会議形式というよりは、個別にいただいた意見についてはまたご相談を

させていただいて、案に反映し、会議という形ではなく、案ということで我々のほうで取

りまとめをさせていただいた上で、都県に正式な意見照会という形にさせていただきたい

なと思います。 

 

【山田座長】 それでは、有識者の会議というのは、我々の学識とか技術、サイエンスの

観点から意見を述べる場ですので、今日は２時間という非常に限られた時間ですけれども、

できるだけいい計画になるように期待いたしますので、頑張ってください。 

 では、これで私の座長としての役は終わります。そちらに返しますので、よろしくお願

いします。 

 

【光成河川部長】 河川部長の光成です。委員の皆さん大変ありがとうございました。 
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 本日、事務局からさまざまな説明をさせていただき、それに対しまして、大変多岐にわ

たる貴重なご意見を頂戴いたしました。本当にありがとうございます。 

 本日いただきましたご意見を踏まえまして、関東地方整備局において、今後検討してま

いりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。 

 

◆閉会 

 

【髙橋河川調査官】 これをもちまして、第５回の荒川整備計画有識者会議を終了させて

いただきたいと思います。本日はどうも長時間にわたりましてありがとうございました。 

── 了 ── 


